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①地方自治法第180条の5

法律の定めるところにより普通地方公共団体にお
かなければならない委員会及び委員

②地方自治法第202条の3

法令・条例で設置されている審議会等

③その他の委員会等

要綱・規程等に基づき設置されているもので複数
の委員等により組織している委員会、協議会等

合　　　　　　　　　計 28.2 28.9 26.7 24.3 31.3 35.7 34.5 35.9 36.6 37.5 37.8 36.1 36.6 33.9 32.9 32.0 33.5 35.1 33.1 34.5 35.9 36.4

亀山市の各種審議会等における女性の登用率　年次推移

毎年度４月１日時点
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